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群馬県職員措置請求監査結果

第１ 請求人

第２ 請求書の提出

平成３１年２月２２日

第３ 請求の内容

１ 請求の要旨

県道高崎渋川線バイパス（仲原交差点～新蟹沢大橋付近）の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号。以下「土対法」という。）で定める基準値を超える「鉛」及び

「砒素」が検出された。
ひ

本来、ＪＩＳ規格などルールに適合していなければならない材料を使用すべきところ、ルール不適合の有害

物質を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を排出したＡ社、そしてＡ社から有害物質を受け取り、工事施

工事業者に供給したＢ社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いた責
ま

任は重い。県は、土壌分析調査及び現場立入防止対策を実施したが、原因者に対しこれらの費用を請求し、公

金からの支出を取り戻さなければならない。

よって、監査委員は、県土木に対して、不当に支出された上記の公金計１，７４７，８００円を一刻も早く

回収せしめるよう勧告されたい。

２ 事実証明書（各事実証明書の表題は、措置請求書等における請求人の記載をそのまま使用した。ただし、陳

述実施時に請求人から追加提出された資料は、表題の記載がないため、当監査委員において表題を記載し、事

実証明書８及び９として付番した。）

(1) 事実証明書１ 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所

(2) 事実証明書２ 保護路肩部の建設資材の環境調査結果

(3) 事実証明書３ ２０１８年２月２日付の濃度計量証明書

(4) 事実証明書４ ２０１８年１１月１６日付の公文書開示請求書

(5) 事実証明書５ ２０１８年１１月３０日付の公文書部分開示決定通知書／公文書不存在決定通知書

(6) 事実証明書６ ２０１８年８月１日付の業務委託変更契約書

(7) 事実証明書７ ２０１８年７月２７日付の見積書

(8) 事実証明書８ ２０１７年４月１９日付のＡ社宛て公開質問状ほか

(9) 事実証明書９ ２０１９年２月１８日付の公文書非開示決定の取消しについて（通知）ほか

第４ 請求の受理

本件措置請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「地自法」という。）第２４２条第１項に規

定する要件を具備しているものと認め、平成３１年２月２７日に受理を決定した。

第５ 監査の実施

１ 監査対象事項

本件措置請求に係る措置請求書及び事実証明書の記載を総合し、監査対象事項は次のとおりとした。

県道高崎渋川線バイパスの中央分離帯部に使用された一部の建設資材から検出された有害物質の撤去に当た

り措置に要した費用の回収について

２ 監査対象機関

県土整備部建設企画課（以下「建設企画課」という。）
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県土整備部高崎土木事務所（以下「高崎土木事務所」という。）

３ 請求人の陳述及び証拠提出

平成３１年３月１２日、地自法第２４２条第６項の規定により、請求人の陳述を聴取した。また、請求人か

ら新たな証拠として事実証明書８及び９の追加提出があった。

４ 監査対象機関の対応

平成３１年３月１４日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日以後関係書類の調査等を行ったと

ころ、以下のとおりであった。

(1) 「ルール不適合の有害物質（以下「有害物質」という。）を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を工

事施工事業者に供給したＢ社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒
ま

いたこと」について

当時（平成２３年度）の工事記録が、文書保存期間（５年）を満了し廃棄されているため、建設資材の材

料を特定することができない。また、施工業者（Ｃ社及びＤ社。以下「本件施工業者」という。）であって

も、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害

物質が含まれていることに気がつかなかった。

(2) 「土壌分析調査費用や現場立入防止対策費用（以下「土壌分析調査等費用」という。）」について

県が土壌分析調査等費用を支出したことは事実である。

(3) 「不当に支出された上記の公金計１，７４７，８００円」について

ア 支出までの経緯

平成３０年２月 ７日 請求人が建設企画課に対し、採取した試料から有害物質（土対法で定める基準

値を超える鉛及び砒素）が検出されたことを示す分析結果を提出
ひ

６月１４日 上記分析結果の透明性を確保するため、高崎土木事務所自らが土壌分析調査を

発注

７月 ５日 上記土壌分析調査の速報値の段階で土壌溶出量調査の結果が環境基準を超過し

ていることが判明したことにより、今後の対応方針を検討するため、高崎土木事

務所が土壌分析調査の工期を２箇月延長

７月２７日 建設企画課が県ホームページにより、一部の建設資材から有害物質（土対法で

定める基準値を超える鉛及び砒素）が検出されたとする土壌分析調査の結果及び
ひ

今後の対応を公表

高崎土木事務所が現場立入防止対策工事を発注、即日完成

高崎土木事務所が本件施工業者に対し、群馬県建設工事請負契約約款（以下

「契約約款」という。）第４１条第１項及び第２項の規定に基づき、工事目的物

の瑕疵修補請求に係る通知を発出

８月 ６日 高崎土木事務所が本件施工業者から上記瑕疵修補請求に応じる旨の回答書を収

受

８月２１日 本件施工業者が有害物質撤去に係る工事に着手

９月２８日 本件施工業者による有害物質撤去工事が完了

１０月１２日 高崎土木事務所が本件施工業者に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求

１０月１７日 高崎土木事務所がＣ社から損害賠償請求額を回収

１０月１８日 高崎土木事務所が土壌分析調査費用を支払

１０月１９日 高崎土木事務所がＤ社から損害賠償請求額を回収
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１０月３１日 高崎土木事務所が現場立入防止対策費用を支払

イ 支出の不当性

土壌分析調査については、調査結果の透明性を確保する必要があった。また、現場立入防止対策につい

ては、速やかに中央分離帯部への立入禁止措置を講じる必要があった。よって、県が発注し、費用を支出

したことは正当である。

(4) 支出額について

支出額は、請求人が主張する公金１,７４７,８００円ではなく１,７６５,８００円であり、その差異

１８,０００円は、現場立入防止対策費用が税込み価格ではなかったことによるものである。

５ 回収措置

(1) 回収の根拠法令について

土壌分析調査等費用については、契約約款第４１条を根拠とし、本件施工業者の瑕疵担保責任に基づき損

害の賠償を請求することとした。

(2) 回収について

損害額を工事延長で按分し、平成３０年１０月１２日付けで本件施工業者に対して工事目的物の瑕疵に係

る損害賠償の請求を行い、Ｃ社から平成３０年１０月１７日に、Ｄ社から平成３０年１０月１９日に、合計

１，７６５，８００円を全額回収した。

第６ 監査委員の判断

１ 結論

群馬県知事は、監査対象事項である費用の請求を適正に行い、及び既に回収していることから、請求人の主

張する財産の管理を怠る事実は存在していないと認められるため、これを棄却する。

２ 判断の理由

請求人は、群馬県知事が有害物質を搬入した施工業者等に対して土壌分析調査等費用の回収の措置を講じな

いことは財産の管理を怠る事実に該当するとして、施工業者等から回収するよう群馬県知事に監査委員が勧告

するよう求めているものと解される。

当該財産の管理を怠る事実が認められるためには、県が土壌分析調査等費用を支出し、及び施工業者等から

土壌分析調査等費用を回収していない状態でなければならない。

これを本件についてみるに、県は、有害物質を特定し、その後の対応方針を検討するために土壌分析調査を

実施し、及び現地における安全確保のために現場立入防止対策を講じたものであり、これらの業務に対して公

費を支出したのである。また、土壌分析調査等費用については、契約約款第４１条第１項及び第２項の規定に

より、既に県が本件施工業者に請求し、及び本件施工業者から回収され、県の歳入となっていることが確認さ

れたことから、請求人の主張する県の損害は補填されており、財産の管理を怠る事実は存在していない。

以上


